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入 札 説 明 書 

 

 大月市が発注する初狩保育所等建築工事に係る入札公告に基づく入札等については、関係

法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 公告日 令和８年７月１０日 

 

２ 入札に付する対象工事 

 (1) 工 事 名    初狩保育所等建築工事 

 (2) 工事場所    山梨県大月市初狩町下初狩１１４４ 

 

３ 入札参加資格確認申請書等の提出部数 

(1) 入札参加資格確認申請書                        １部 

（2） 入札参加資格確認資料                        各１部 

（3） 共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書                 １部 

（4) 共同企業体協定書                           １部 

 (5) 直近の経営事項審査結果通知書（写）                  各構成員１部 

   ※Ｂ群で経営事項審査を受けていない者は提出の必要なし。 

 (6)  令和８年７月１日以前１年７月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、経営事項審

査を受けた経営事項審査結果通知書（直近の通知書と同一の場合は不要） 

                                  各構成員１部 

   ※Ｂ群で経営事項審査を受けていない者は提出の必要なし。 

 

４ 設計業務等の受託者等 

（1）入札公告2（６）に示した「対象工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 

名称  株式会社 馬場設計 

住所  山梨県甲府市塩部四丁目１５－８ 

（2）入札公告2（6）に示した「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建築業

者等」とは、次のア又はイに該当する者である。 

    ア 当該受託者の発行済み株式総数の100分の50を越える株式を有し、又はその出資 

   総額の100分の50を越える出資をしている建築業者等。 

  イ 建築業者等の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合における当該建築業者等。 

 

５ 共同企業体の名称 

  対象工事の共同企業体の名称は、「初狩保育所等建築工事共同企業体」とする。 

 

６ 入札参加資格の確認 

  入札参加を希望する企業体は、入札公告２（1）から（9）までに掲げる入札参加資格を

有することを証明するため、次に従い入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）

及び入札参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受
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けなければならない。又、申請書の確認は受付期限日をもって行うものとする。 

 

 (1) 申請書及び資料の提出方法 

３(1)から(6)の申請書等の提出は、持参すること。郵送又は電送によるものは受け付け

ない。 

 (2) 申請書は別記様式第１号－１を作成すること。 

 (3) 資料は、次のとおりとする。 

  ① 配置予定技術者の資格・施工従事経験（施工従事経験は建築工事であれば種別、 

金額は問わない）                     様式第３号－１ 

(4) 共同企業体入札参加資格審査申請書（ＪＶ要綱様式第１号）、共同企業体協定書 

  （ＪＶ要綱様式第２号）を作成すること。 

 

７  入札参加資格の確認結果通知 

  令和８年７月２３日付けの通知とする。 

 

８ 入札参加資格が無いと認めたものに対する理由の説明 

 (1) 入札参加資格が無いと認めた者は、７の入札参加資格確認結果通知書に、その理由を

付して通知する。 

(2) 入札参加資格がないと認めた詳細な理由説明を求める場合は、令和８年７月３０日ま

でに市長宛の書面を持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 (3) 詳細な理由の説明は、入札参加資格が無いと認めた理由について詳細な理由の説明を

求めることができる最終日の翌日から起算して３日以内に書面により回答する。 

 

９ 申請書及び資料の扱い 

 (1) 申請書及び資料の受付期限日を過ぎての提出は受け付けない。 

 (2) 申請書及び資料の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 (3) 提出された申請書及び資料は、当方において公表又は無断で使用することはしない。 

 (4) 提出された申請書及び資料は返却しない。 

 (5) 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え、又は再提出は認めない。 

 (6) 申請書及び資料の記載方法に関する問い合わせ先 

        〒401-8601 大月市大月二丁目６番２０号 

        大月市 総務部 総務管理課 管財担当 

        電話 ０５５４（２３）８００１  FAX ０５５４（２３）１２１６ 

 

10 設計図書の配付 

 対象工事に係る設計図書の配付は次のとおり行う。 

 (1) 設計図書の配付 

   大月市ホームページにおいて、ダウンロードすること 

 (2) 設計図書に対する質問 

   設計図書に対する質問がある場合には、次のとおり電子メールにより提出すること。

なお、質問様式は自由とする。 
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  ア 受付期間  令和８年７月１３日 午前８時３０分～令和８年８月１０日 午後５時 

  イ 受付メールアドレス  kanzai-19206@city.otsuki.lg.jp  

 (3) (2)の質問に対しては、質問及びその回答書を次のとおり閲覧に供する。 

  ア 閲覧場所 大月市 総務部 総務管理課 管財担当 

   イ 閲覧期間 令和８年７月１５日～令和８年８月１４日の開庁日 

(4) (2)、(3)の質問及び回答は、本市ホームページにて公表する。 

 

11 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 日 時  令和８年８月１７日 午前９時３０分 

 (2) 場 所  大月市役所 第二庁舎 ３階会議室 

 (3) その他  入札参加にあたっては、大月市長から入札参加資格のあることが確認さ 

       れた旨の通知書の写し及び入札保証保険に係る証券又は契約保証の予約 

証書を持参すること。 

 

12 入札方法等 

 (1) 入札参加者は入札の執行に先立ち、市長が入札参加資格のあることを確認した旨の 

  通知の写し及び入札保証保険に係る証券又は契約保証の予約証書を担当職員に提出す

  ること。 

 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算し 

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

  をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業

  者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に

  記載すること。 

 

13 その他 

 (1)  提出した申請書、資料に虚偽の記載をした業者については、「大月市建設工事請負 

  契約に係る指名停止等措置要領」に基づき以後、指名停止を行うことがある。 

 (2)  入札参加資格者は、大月市競争契約入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守す 

ること。 

 (3)  落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を、対象工事の現場に専任で配置できる

者であること。 


